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我が社は仕事と育児を両⽴する社員を積極的にサポートします︕ 
 

  社⻑からのメッセージ  
㈱服部エンジニアリングは、従業員⼀⼈ひとりのワークライフバランスの充 

実を図るため、育休の取得促進を積極的に推進しています。 
育休は、家庭と仕事の両⽴を⽀える重要な制度です。従業員⼀⼈ひとりが充実 
した育児⽣活を送ることができるよう、積極的な育休取得を推奨しています。 
育休に関する詳細や申請⼿続きについては、⼈事部または所属の上司にお問い 
合わせください。皆さんの育児と仕事の両⽴をサポートするために、全⼒でお 
⼿伝いさせていただきます。育休の取得促進にご理解とご協⼒をお願いいたし    
ます。 

 
〜我が社の⽬標〜 

男性の育児休業・出⽣時育児休業取得率 70％以上、平均 0.5 か⽉以上 
⼥性の育児休業取得率 70％以上       

 
育児休業、出⽣時育児休業を積極的に取得してください︕ 

そのためにも、 
●全労働者に対し年に１回以上仕事と育児の両⽴に関する研修を実施します︕ 
●仕事と家庭の両⽴に関する相談窓⼝を設置します︕ 

    ●妊娠・出産（本⼈⼜は配偶者）の申出をした⽅に対し、個別に制度を周知するとともに育児休業・
出⽣時育児休業の取得の意向を確認します︕ 

 
育児休業、出⽣時育児休業以外の両⽴⽀援制度も積極的にご利⽤ください︕ 

仕事と育児の両⽴⽀援制度概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

制度に関するお問い合わせ、申し込み先 製造管理部 ⾚澤 めぐみ（経由 労務⼠ 川合厚⼦） 
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産前６週 産後８週 妊娠 出産 １歳 ２歳 １歳６か⽉ ３歳 ⼩学校⼊学 

妊婦の軽易業務転換 

・妊婦健診等を受ける時間の確保 ・⺟性健康管理措置（通勤緩和、勤務軽減等） 
・時間外労働、休⽇労働、深夜業の制限 ・坑内業務、危険有害業務の就業制限 

産後休業 

育児休業 

※特別な場合 

育児休業 

※特別な場合 

育児時間 

・育児短時間勤務制度（注）   ・所定外労働の制限 

・⼦の看護休暇  ・時間外労働の制限  ・深夜業の制限 
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出⽣時 
育児休業 

    育児休業 
     ※パパ・ママ育休プラスは１歳２か⽉ 

産前休業 
※多胎妊娠の 
場合 14 週 


